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しとか、経常収支比率の見通しとか、繰出金な

どの見通しとか、そういった数字を中期展望の

ときに示して、毎年ローリングしていいですか

ら、示しながら議会のほうに丁寧に提示して議

論していくというのは大事なことでないかなと

思ってるんですが、市長、どうですか。 

○小関勝助議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 ぜひ佐々木議員おっしゃるよう

に、ようやく13市の中でも中庸だと言えるとこ

ろまで来ましたので、正確なそういった財政指

数、公債費の残高を示す県のやり方を見習わな

きゃいけないと思います。 

 ただし、今まではやはり財政の知恵として、

まず抑制するために実態の数字を出さなかった

んじゃないかと。私もここまで少ないとは思っ

ておりませんでした。実質70億円ぐらいという

ふうには思ってたんですが、そういった意味で

心がけてというか、来年からちゃんと表示して

まいりたいと考えます。 

○小関勝助議長 11番、佐々木謙二議員。 

○１１番 佐々木謙二議員 財政の健全化と市民

の願い、それに応えるという両立を図るという

のは、非常に大変だし、難しい話になると思い

ます。ただ、これから長井市の人口も将来人口

２万6,000人と見越してるわけですから、その

身の丈に合ったものでこれから考えて検討して

もらいたいものだなというふうに思ってます。 

 それから安易に単独事業の導入は絶対にすべ

きでないと。できる限りいい制度、政策を探し

て、知恵を出して、そして最小の経費で最大の

効果を上げるような施策を講じていただきたい

というふうに思っております。 

 ただ、財政の健全化ということも両立を考え

ますと、財政調整基金というのはそれは大事に

していかないと財政運営上、支障を来すという

ふうなことになると思いますので、一定の金額

取り崩すことなく大事にして財政運営をしてい

くということにしていただきたいものだなとい

うふうに思っております。 

 あと公共施設の整備に関して、集中してやり

ますと今度は繰り上げ充用、先ほど申し上げま

したようにそういうことも出かねませんので、

そういったことに十分注意してやっていただく

ようにお願い申し上げて、私の質問終わります。

ありがとうございます。 

○小関勝助議長 佐藤孝博生涯スポーツ課長から

早退させてほしいとの申し出があり、許可しま

したので、ご報告申し上げます。 

 

 

 江口忠博議員の質問 

 

 

○小関勝助議長 次に、順位７番、議席番号３番、

江口忠博議員。 

  （３番江口忠博議員登壇） 

○３番 江口忠博議員 このたびの一般質問予定

者14名いらっしゃいますが、私でちょうど７番

目でございます。大体半分ぐらいのところまで

やってきました。しばらくおつき合いをいただ

きたいと思います。 

 予算立てのめどがつけば執行がかなうという

事業提案に関する質問というのは予算総括質疑

のほうで行うこととしまして、きょうの私の質

問は、少し観念的なことになることをお許しい

ただき、まず、市長が述べられた施政方針の中

から、質問をさせていただきます。 

 市政運営の基本的な考え方では、今後のまち

づくりにおける課題を６つに整理して述べてお

られます。１つ目に、市民の健康と安全・安心

の確保。２つ目に、少子高齢化社会への対応。

３つ目、地域経済の立て直し。そして４つ目に、

まちの魅力の向上。５つ目、公共施設、まちの

基盤の老朽化対策。そして、最後の６つ目であ

りますが、持続可能なまちづくりとあります。

私は、この最後で示されました持続可能なとい
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う部分をどのように描くかという考え方こそ、

今次最大のテーマであって、地域の持続がかな

わなければ市政運営そのものが幻となってしま

いますから、前の５つの考え方はある意味で全

てこの持続可能なまちづくりに集約されてしま

うとも考えるわけです。 

 そして、後段のページでありますが、３つの

まちづくりの基本理念が掲げられております。

その根底には、振興審議会会長の北川忠明山形

大学人文学部長が提唱します新しいローカリズ

ムという考え方があると述べられています。 

 私は、これまでの地域主義の概念に持続可能

性を加えた、いわゆる循環型地域社会の考え方

であると理解するものですが、ここで、認識し

ておかなければならないことの一つに、ローカ

リズムと対峙する関係にあるグローバリズムと

はどのような概念かということであります。 

 グローバリズムは、国際社会の相互依存関係

の緊密化や情報伝達スピードの加速化などによ

って、国家や地域という単位ではなく、それぞ

れが関連し合った一つのまとまりとして捉える、

いわゆる地球主義とも呼ばれていることは、皆

さんご案内のとおりであります。しかし、今グ

ローバリズムは、グローバル・スタンダードと

いう表現にも言いかえられ、国や地域の経済活

動の規則やシステムを可能な限り排除すること

で、経済活動を全て市場メカニズムに委ねるこ

とによって、経済成長が可能になるという考え

方に変質してきているわけです。現在進んでい

ますＴＰＰ議論などはその顕著な例の一つであ

ります。 

 元来、それぞれの地方が活力を備えているこ

とで、国家の安定的な形態が保たれるというこ

とは常識でありますが、その地方がグローバ

ル・スタンダードのかけ声の中で、今、地方経

済も資源も人々も苦悶をしています。いつかま

た大資本家や投資家、そして大企業の経営論理

の中で、また国家政策の中で地方からさまざま

なものが奪われる、収奪されるということが行

われないかという不安を抱えて暮らしているの

が地方の実情でありましょう。 

 そこで、改めて地方が果たすべき役割は何か

ということについて市長にお尋ねをいたします。

既に、地方が国家を支えなければならないとい

う思想は希薄になっている今、あえてここに来

て地方分権、地方の時代、また地域主義を唱え

ることの意義はどこにあるのかをお聞きします。 

 ２番目の質問でありますが、今後目指す地域

の姿はどのようなものかということについて伺

います。 

 施政方針のタイトル「みんなで創る しあわ

せに暮らせるまち 長井」の中では、私は、市

民の方々が感じる幸せとは安心感の構築という

ことに集約されると考えています。安心は、家

庭においても社会においても、約束と、そして

それが履行されることで成立すると思うわけで

すが、めぐり来る四季が約束されて得られる寒

さの冬を乗り越えられる力があるように、やは

りここにも循環による約束があるからこそ、私

たちは安心を得られると思うわけです。 

 長井市のまちづくりにとって、第５次総合計

画で示された実施期間以降にも普遍的につなが

らなければならない循環型地域社会の姿とは、

どのようなものなのでしょうか。現在進行して

いる都市再生整備計画に対する一部の方々の不

安を払拭できるような、循環を約束されたまち

づくりの夢・構想などをぜひ市長にも語ってい

ただきたいと思います。 

 次に、このたび議会に提案いただいたさまざ

まな施策の中で、新しいローカリズムという考

え方、つまり循環型地域社会を取り入れた施策

を、具体的に上げていただければありがたいと

思います。ともすれば、余りにも多岐にわたる

施策の中で、基本理念との整合性に欠いた従前

と変わらない施策に、市民の方々の期待感を損

なうという心配もありますので、これは今まで
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とは違うであるとか、この施策の成果が今後の

発展にこうつながっていくであるとか、幾つか

目玉となるような事業例を、市民の方々にわか

りやすくお示ししていただきたいと思います。 

 ２番目の質問に移ります。 

 市長が新しいローカリズムに通じると述べて

おられるレインボープランは、当初から、生ご

みをはじめとする資源の循環にとどまらず、経

済の地域内循環であるとか、地域に暮らす人々

の関係を有機的につなぎ直すことの重要性を唱

えてきました。いわば、レインボープランの考

え方そのものが新しいローカリズムの先駆けで

あったと、私は思っていますが、そこで、市長

と農林課長に伺います。 

 このたびの施政方針や第５次総合計画、そし

て環境基本計画、食育計画など、市政運営の柱

となる計画の中に必ずレインボープランの名前

が登場します。いわば市政運営の大きな柱立て

の一つにレインボープランが位置しているわけ

です。 

 現在、レインボープラン推進協議会が、その

推進母体として、農産物の認証申請受け付けか

ら、生産者・消費者への啓発活動、そして今後

のレインボープランのあり方の議論までも行っ

ています。しかしながら推進協議会は、市民に

よる任意団体という性格であります。以前は行

政側に事務局が置かれ、協議会委員も市長から

委嘱を受けておりましたから、市民側の求めに

も行政が責任を持って対応し、推進事業を行っ

てきたわけです。現在の推進の形態は、推進協

議会が出す事業への補助金交付という形をとっ

ています。確かに協働のまちづくりと言えばそ

のような例として挙げられるかもしれませんが、

現在の推進協議会の事業は以前にはなかった、

団体や大学のフィールドワークの実習受け入れ

や６次産業化への取り組みなどをはじめとして、

認証制度の推進、農業振興、消費環境整備、教

育への現場提供、地域経済への貢献、観光振興

への貢献などと多岐にわたっています。いわば

まちづくり事業に取り組んでいるわけです。も

ちろん市民がボランティアで推進にかかわって

いる形は昔も今も同様でありますが、市民によ

る任意団体という性格上、事業実施の責任の所

在が曖昧になっているのではないかと思うわけ

です。そしてまた、推進協議会の継続性が保証

されているわけではありません。本来であれば

市が考える推進事業を推進協議会が受託し、そ

して市がその推進に責任を持つべきであり、そ

して、次の施策の戦略を立てていくべきではな

いですか。推進協議会をこのまま市民による任

意団体として位置づけることがよいのか、市長

のお考えをお聞かせください。 

 次に、学校給食への地場農産物提供のシステ

ムについて農林課長に伺います。 

 今年度、市の事業を受託する形で、ＮＰＯ法

人虹の駅が、学校給食への地場農産物提供事業

を行ってきたわけですが、事業当初のシミュレ

ーションが余りうまく働かず、関係者の方々に

はご迷惑をおかけした点も多々あり、次年度か

らの学校給食への納入事業がどのようになるか

心配であります。 

 農林課長には、食育基本計画の中にも示され

ております、学校給食への地場農産物提供の今

後の道筋について、これからの構想なども含め

て答弁いただきたいと思います。 

 ３番目は、菜なポートとレインボープランの

関係をどのように考えるかを、市長に伺います。 

 計画されております観光交流センターに整備

予定の直売施設と、現在の菜なポートは、競合

する関係になるのは好ましくないと考えますが、

この際、今後、菜なポートを食と農のまちづく

り総合センターとして、単なる販売重視の直売

施設から、市民の消費生活への提案機能を持た

せた、例えば学校給食への納入システムの基地

であったり、今後ますます増加するであろう買

い物困難者への支援事業の基地などといった公
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共性を重視したより進化した施設にすべきと考

えますが、いかがでしょうか。また、当然、そ

の中身はレインボープランの理念を据えたもの

でなくてはなりませんが、現在の菜なポートの

経営姿勢には、レインボープランを据えたと思

われるものが少ないというのが実情であります。

これは、先ほど前述しましたレインボープラン

推進協議会が市民有志による任意団体という認

識がそうさせているとも考えられるわけです。

市の政策の基本的な考えにレインボープランの

理念を掲げるのであれば、現在の菜なポートの

経営姿勢に何らかの意見を加えるべきと考えま

すが、市長は今後の菜なポートの経営とレイン

ボープラン推進との整合性をどのようにとるお

つもりか見解をお聞かせください。 

 続いて、大きな３番目の質問に移ります。 

 過日の予算特別委員会におきまして髙橋委員

も総括質疑の中で述べられたことですから、若

干重複することをまずお許しいただきたいと思

いますが、まず、「子育て支援」という視点は、

働く親の立場に添った考え方であるという私の

見解は、以前の一般質問でも述べました。「子

育ち支援」という視点に立った施策が必要だと

も述べさせていただきました。現在の学童保育

は労働政策上の施策の一つであるわけですが、

学童保育利用者の子供たちの間で、現在いじめ

や仲間外しといった事象は起きてはいないでし

ょうか。一部の保護者からは、そのような様子

を目にした、耳にしたという情報も寄せられて

いますが、教育委員長にはそのような情報は入

っていませんか、お聞かせください。 

 今、教育委員長にお尋ねをしましたが、学童

保育の所管は長井市では子育て支援課となって

いる中で、教育委員会としてどのように学童保

育にかかわり、児童の健全育成に寄与していく

のかお答えいただきたいと思います。 

 過日の予算委員会での髙橋委員の提言にもあ

ったように、花スポなどの社会的機能の活用も

子育ち支援につながりますし、地域全体で子育

ちを支援していく時代に、厚生労働省と文部科

学省の縦割り行政を是認しているのは好ましい

形とは言えません。私は、以前から学校運営協

議会、いわゆるコミュニティ・スクールの発足

を促してきましたが、子育ちに関しての施策は

教育委員会で一本化して進めていくべきではな

いかと思います。今後、学童保育を誰が担うの

かといった議論を一層進めなくてはならないと

思いますが、教育委員長のご所見をお聞かせく

ださい。 

 また、現在の学童保育の現場での指導者は、

どのような見識と指導力をお持ちの方なのか、

そして、児童の様子などの情報を学校現場とど

のように交換して連携を図っているのか、その

実態なども教えていただきたいと思います。 

 最後の質問になりますが、今後の学童保育利

用希望にどう応えるかという点について伺いま

す。 

 来年度に予定されています平野小学校の空き

教室利用による学童保育は、あくまでも、臨時

的・時限的な策と承知をしていますが、家族構

成や就労状況・形態の変化によって、今後ます

ます増加が予想されます利用希望者にどのよう

に応えていくのか、子育て支援課長にお聞きし

ます。 

 長井市をはじめ、地方都市は交流人口の拡大

とあわせて、流入人口の確保に懸命です。そし

て、その人口を維持していくための就労の場や

機会の創出も急がなくてはなりません。 

 結婚して子供を産み育てる環境整備も同時に

進めなければなりません。そのような問題の課

題の中で子育ち支援も現在は学童保育という形

で整えなければなりませんが、前述した学校教

育との関係の中で、今後どのような仕組みを考

えていくのかを伺って壇上からの質問を終わり

にします。ご清聴ありがとうございました。

（拍手） 



 

―１２７― 

○小関勝助議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 江口忠博議員のご質問にお答え

したいと思います。 

 平成26年度の施政方針の柱の部分、根幹とな

る新しいローカリズム、またレインボープラン

の循環の理念についてのご質問ということでご

ざいますが、私のほうからは５点ほどご質問い

ただいておりましたので、お答えさせていただ

きたいと思います。 

 まず最初に、地方が果たすべき役割は何かと、

グローバリズムの中における地域主義の役割を

どのように捉えているかということなんですが、

江口議員からは地域主権あるいは地方の時代、

そういった地域主義ということと一緒に３つの

言葉が、キーワードがあったと思うんですが、

それぞれ１つずつ違います。これは江口議員も

ご存じのとおり、私の考え方違います。 

 地域主権、地方分権というのは、戦後の日本

の中央集権を、全て中央で決めるんではなくて、

それを地方に分権するということですね、分け

与えるというところから、今度地域主権となり

ますとそうじゃなくて、そもそも地方にこそ自

治権があると、基礎自治体は市町村とか都道府

県などの地方自治体にあるんだから、そこの住

民の暮らしを守る地方こそがその政治のかじ取

りをきちっとやるべきだという考え方。 

 あと地方の時代というのは、私も1970年代、

80年代ごろの考え方ですので、記憶にあるのは

神奈川県の知事の長洲知事がこれからは地方の

時代だということで、私もまだ学生でしたので、

非常にこの言葉にこれから地方に帰ったほうが

いいのかなと、都会に残ることだけが自分の人

生じゃないなというふうに思いました。 

 そういった意味ではいろんな思いが私もある

んですけども、平成26年度の施政方針の根底に

沿いました新しいローカリズムという考え方は、

議員おっしゃるとおり北川山形大学人文学部長、

長井市の振興審議会の会長の考え方であります。

これは全く私も同感でありまして、この考え方

によって私たちみたいな小さい地方都市は、こ

れからの地域のあり方を持続可能なまちづくり、

地方の長井の維持ということで根幹に据えなき

ゃいけないというふうに思っているところです。

北川先生によれば多国籍企業が国境を越えて地

球規模で経済活動を展開する、グローバリズム、

リーマンショックや金融危機などによって行き

詰まりが見えていると言われながら、今後も進

んでるわけでございます。これは江口議員おっ

しゃるとおりです。 

 グローバリズムが進んでまいりますと、製造

業や農業の現場が発展途上国に移っていきまし

て、先進国では研究開発部門だけが残るという

国際的分業体制が生まれ、国内の都市間競争も

激しくなり、いずれ地方都市は大都市に淘汰さ

れ、衰退していくと言われています。これは江

口議員がおっしゃるとおり、全く私もこうなる

ことは容易に想像できるわけです。大事なこと

は、このグローバリズムに振り回されず、地方

都市である長井がこの先、ちょっと長い話です

けど、50年、100年先もこの地で長井の私たち

の子供や孫が、その先のひ孫が心豊かに人間ら

しい生活を送ることができる、そういった持続

可能なまちをどういうふうにして私どもは自分

たちの役割としてしっかりとその芽づくりとい

いますか、第一歩を進んでいくかということだ

と思ってます。 

 新しいローカリズムは、グローバリズムに対

抗する考え方であり、その基本は地域資源の活

用、地域循環型経済、環境への配慮とエネルギ

ーの自給、そして４つ目が地域コミュニティの

確立というふうに北川先生がおっしゃってまし

て、私はこの４点というのは本当に核心の部分

だろうというふうに思っております。これらの

視点を基本に据えまして、みんなが幸せに暮ら

せるまち、そして未来へ持続できるまちを目指

して市政運営に取り組んでまいりたいと思って
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ます。 

 ２点目の今後目指す地域の姿どのようなもの

かということなんですが、これは今から15年ぐ

らい前に市議会でも町田議員なんかがおっしゃ

っていただいたんですが、イタリアで起きたス

ローフードという運動があります。いわゆるフ

ァストフードですね、聞くところによりますと

イタリアのどこかの市でまちの広場にマクドナ

ルドが出店することでいろんな論争が起きたと。

そこからスローフードというものが出てきたと

いうことでありますが、私たちの考え方なんで

すが、まちづくりも私たちの場合はどちらかと

いうとアメリカとかヨーロッパのまちづくりを

見習ってるところがあります。 

 イタリアでそういう紛争が起きて、スローフ

ードというのが進んで、それはイタリアだけじ

ゃなくて、例えばスローシティーという考え方

もあるんですが、どちらかというとドイツとか

イギリスとかフランスはそこまで一気に行って

ないですね。ノルウェーとかそういった北欧な

んかは行ってると、オランダなんかも行ってる

というふうに聞いておりますが、ただ私も一昨

年ドイツのバート・ゼッキンゲンのほうに初め

て行かせていただいて、そこでいろんなお話を

聞いたところ、ドイツもそうだし、フランスも

そうなんだと。今まで大都市に若い人たちがど

んどん移住していったと、移ってたと。ところ

がここ10年ぐらいで我々地方のほうに、農村の

ほうに若い人たちがどんどん移住してる傾向が

もう出てるんだという話でありました。ここに

私たちの生きる道のヒントがあるんだろうとい

うふうに思ってます。 

 ちょっと時間がありませんので、余りくどい

話をして恐縮なんですが、ただ一つ言えること

は、日本のまちづくりというのは、いろんな本

とかいっぱい出されてますけども、まず見える

形でどうなんだ、あと効率ですよね、それと論

理がどうなんだということが重視されるのが日

本のまちづくりだというふうに言われてます。 

 一方、ヨーロッパとかアメリカのまちづくり

は、そういったことだけじゃなくて、感性とか

哲学、ゆとり、これがあるというふうに言われ

てます。ですから日本で例えばエコミュージア

ムとか芸術、アートのまちづくりとかやってい

ろんなところまねするんですが、失敗してる例

が多いというのは、日本人の我々のライフスタ

イルというのは残念ながら欧米とは大分近づい

てますけど、違うところがあるんですね。です

からその地方地方に合った、我々のライフスタ

イル、それに合ったようなまちづくりをしてい

かなきゃいけないというふうに思ってます。 

 そういった意味でいえば今後目指す地域の姿

というのは、私の考えるこれからの長井のあり

方というのは、新しい地域主義であったり、あ

とはレインボープランの唱える地域循環型社会、

これは例えば農業に限らず人材も循環しなきゃ

いけないと。我々がきちんと育てたこの地域で

しっかりとした若者になった子供たちが残念な

がらどんどん長井を離れていかざるを得ない。

これは経済がグローバリズムの中で、グローバ

ルスタンダードの中で、残念ながら今の製造業

なんかは特にそういった中で勝ち抜いてきてる

わけですから、そういったところに行かざるを

得ない状況がありますけども、必ずまた戻って

もらうような人材の循環も考えなきゃいけない

と。そのためには彼らがやっぱり長井がいいや、

長井に住みたいと言われるようなゆとりと豊か

な感性とか、あるいは地域の固有の文化、フー

ド、そういったものが生かされる、創造できる、

そういった地域にしなきゃいけない。非常に観

念的な言い方ですけど、そのように考えてます。 

 時間がありませんので、もっと今度のときに

議論をさせていただくということで、次に、新

しいローカリズムの考え方を具体的に政策にど

う反映させていくかということなどがございま

すが、ただいま申し上げました新しいローカリ
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ズムの視点を施策に反映させることについては、

次のように考えてます。 

 地域資源の活用については、歴史や文化、豊

かな自然の学習や活用を促して地元への愛着心

を醸成するほか、農業や製造業においても地域

に根差した手法を踏まえつつ、今ある資源に外

部からの技術を取り入れながら新たな成長産業

の確立を研究してまいらなきゃいけないという

ふうに思ってます。例えば農業分野でいいます

と、生産、加工、流通、サービスまで行う６次

産業化、あるいは観光などの他の産業との複合

化、地域ブランドの構築が上げられます。具体

的なものは何かといいますと、例えば菜なポー

トとか虹の駅とか伊佐沢の直売所とか、そうい

ったものは実にこれは新しい地域主義、かわと

道の駅も特に道の駅だけじゃなくて、川という、

私ども長井市のそもそもの発展した一番のもと

がこの最上川でありますし、水でありますから、

そういったものを生かした施設をつくるという

のは、これは新しい地域主義だというふうに思

ってます。そして地産地消とかレインボープラ

ンの認証制度も、これも当然地域主義によるも

のだというふうに思ってます。 

 いっぱい挙げますと時間かかりますんで、先

に進んでいきますが、それと例えば今度ことし

の秋に県内一、最初にスタートする小水力発電、

これも地域ならではの資源を生かした再生可能

エネルギーでありますし、メガソーラーも、こ

れはどこでもできるんでしょうけども、長井市

が一番県内で早かったわけですし、唯一県内で

稼働してるメガソーラーというのも、そもそも

長井市ではそういう素地があるんだろうと。加

えて長井工業高校が、スターリングエンジンで

すね、これは地熱発電を活用してやろうという

発想がそもそも子供たちから出てきてるってす

ごいことだと思います。ぜひバイオマス発電も

近年では山形県で余りない中で長井市でそうい

うことの話が出ておりますんで、そういった再

生可能エネルギーなどもまさに地域主義の一つ

だなというふうに思います。 

 続きまして、レインボープランの推進の具体

策についてということでございますが、ちょっ

と抜けておりましたら後でご指摘いただきたい

と思います。 

 レインボープラン推進協議会は、市民の任意

団体かということでございますが、まずそもそ

もレインボープラン推進協議会のほうに市のほ

うの担っていた業務をお願いしたということは、

これは平成20年からだったと思ってますが、行

革の中で、あるいは市民との協働という中で今

まで職員を置いて、市の職員の担当がおりまし

たけれども、その専任を置かずに、農林課とか

に窓口は置いてますが、レインボープランのほ

うにその役割を担っていただこうということで、

市民との協働と当時私ども財政状況が厳しい中

でレインボープラン推進協議会のほうにお願い

してきたということでの経過でありますので、

今後これをどういうふうにしていくかというこ

とについてはぜひレインボープラン推進協議会

の皆さんとしっかりと協議しながら、どういう

形がいいのか模索していきたいと思ってます。 

 レインボープラン推進協議会の皆様には、日

ごろからレインボープランの推進のために認証

制度やレインボー野菜の販売、加工等による６

次産業化など幅広くご協力を賜り、深く感謝し

てるところです。また、レインボープラン推進

協議会は、市政功労者として市及び多くの市民

の方々から高く評価されているところでござい

ます。 

 平成11年に台所と農業をつなぐ長井計画推進

委員会として発足し、平成17年レインボープラ

ン推進協議会として継承し、15年間活動を続け

ておられます。当初は江口議員がおっしゃいま

すよう委員として市が委嘱し、事務局も市で行

っておりました。平成20年より集中改革プラン

実施計画により市民みずからの組織としてお願
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いいたしまして、また協働のまちづくりの一環

として推進協議会への補助事業として取り組ん

でいただいてきたところでございます。15年の

歳月の中で世代がかわり、携わる人々もかわる

中で、活性化してきた部分や衰退してきている

部分、抱える課題等も異なってきていると思い

ますが、協議会の活動を見せていただきますと

常に前向きに各その時々に課題に即した対応を

行っていただいておりまして、活発な活動が行

われております。レインボープランの推進にお

いては、やはり推進協議会中心的な役割を今後

も担っていただき、どのような形で市がその役

割を担うかと、連携するかということをお互い

補完しながら進めさせていただきたいというふ

うに思ってます。 

 特にレインボープランの認証については、大

変だということでありますので、私どもも農林

課のほうで全面的に協力させていただいてます

が、どういった形がいいのか、ぜひ協議をさせ

ていただきたいと、そういう時期に来てると認

識してます。 

 それから最後に、菜なポートとレインボープ

ランの関係をどのように考えてよいかというこ

とですが、議員からは運営の中で菜なポートを

もうちょっとレインボープランをメインとした

ものにすべきじゃないかと、地産地消も含めて

ということですが、菜なポートの運営について

は当初の菜なポートの考え方というのは、レイ

ンボープランを進めようということがメインじ

ゃなくて、あくまでも各市民の直売所、虹の駅

はもちろんあったわけですが、伊佐沢の直売所、

それからＪＡの愛菜館、こちらのサテライトの

お店をつくって一つにまとめてみようという実

験店舗でスタートしたわけです。それについて

は地場産センターが担っておりますが、地場産

センターが最初からやるということだけではな

かったんです。検討の中で農家の皆さんでどう

でしょうかということだったんですが、それだ

けのリスクは負えないということで、地場産セ

ンターが担ってはいますが、形としては出品と

いいますか、菜なポートのほうに農作物やいろ

んな商品を出していただいてる方々で運営する

菜なポートの運営推進協議会がございます。こ

れ農家の方たちとか、あるいはＪＡの方たちで

組織してる組織、そこの運営にお任せしてます

んで、菜なポートについて地場産で私がいろい

ろ指示してるわけではありません。 

 したがって、今回そういったことで非常に最

近もいろんな団体の皆様からちょっと菜なポー

トの運営の中で少しレインボープランがおろそ

かになってないかという話がございますんで、

地場産センターのほうとちょっと確認して、そ

の辺のどこが悪いか、直すべきところは直しな

がら考えていきたいと思いますが、かわと道の

駅ができたときの考え方ですが、その場合はあ

そこの場所２カ所するということは不可能だと

思ってますんで、やっぱりかわと道の駅のほう

に地場産センターのほうの直売所は移すべきだ

ろうというふうに思ってます。あそこの場所に

ついては、農家の主体、農家でやりたい、ある

いはどこかの団体がやりたいと言った場合は、

直営ではありませんので、事業費補助みたいな

形で支援していく必要があるだろうと。という

のはあそこが一番まちなかに住んでる方は大き

な国道も横断する必要なく歩いて来られる場所

の一つでもありますので、そういったことで考

えてるところでございます。私のほうからは以

上です。 

○小関勝助議長 加藤弘二教育委員長。 

○加藤弘二教育委員長 江口忠博議員のご質問に

お答えいたします。 

 学童保育利用者の子供たちの間でいじめや仲

間外しといった事象は起きていないのか、教育

委員長にはそのような情報は入っていないかと

いうご質問でありますが、情報としては入って

おりませんでした。 
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 しかし、特に学童期にはさまざまなトラブル

が起こると思っております。改めて子育て支援

課にお聞きしたところ、２月に学校で一斉アン

ケート調査を行った際に３年生と４年生の男子

児童から学童クラブで嫌な思いをしたとの記述

があったので、学校と指導員の話し合いを持ち、

学校からいじめの定義やチェックリストなどに

ついても話をし、今後、注意して双方で子供た

ちの様子を見ていくことにしたとのことであり

ました。さまざまな行為がいじめに当たるか否

かの判断は、表面的、形式的に行うことなく、

いじめられた子供の立場に立って行わなければ

なりません。 

 ただ、子供は、遊びやともに生活する中でも

めごとやけんかを通して人とのかかわり方を学

んでいくことも発達段階においては大切なこと

だと考えます。全ての物事やけんかに対して大

人が直接介入してしまっては子供の健全な成長

の機会を損なってしまう場合も考えられます。

子供たちに接することが多い教師や指導者、親

は、物事で言い合いをしているのか、けんかを

しているのか、いじめをしているかを子供の発

達状況に応じて状況をしっかり見きわめて適切

な対応をとれるようにしなければならないと思

います。いわゆる上手にかかわられるというこ

とだと思います。 

 また、親や教師、指導者は、幼稚園や小学校

の低学年の時代から具体的な事例を通していじ

めは絶対に許されないものであるし、ひきょう

な行為であるということを繰り返し教えていく

ことが極めて大事だと考えます。 

 次に、教育委員会としてどのように学童保育

にかかわり、児童の健全育成に寄与していくの

かというご質問でありますが、地域全体で子育

ち支援環境をつくっていく必要があることのご

意見であろうかと思いますが、私も全く同感で

あります。その中でも重要な課題の一つに保護

者の就業形態の変化に伴って顕在化している学

童保育の問題、さらに少子化に伴い家に帰って

も一緒に遊べる子供の数が激減という状況の中、

どのような子育て支援体制をつくっていくかと

いうことは喫緊の課題であると思っております。

したがって、教育委員会として学童保育にどう

かかわるかというよりは市長部局と教育委員会

が連携をし、協力して地域の子育ち支援環境に

ついて今後どのような市政を目指していくかと

いう視点に立ってさまざま検討し、進めていか

なければならないと考えております。 

 現在文化生涯学習課が行っている土曜らんど

事業がありますが、これまでの事業実績を踏ま

え子育て支援課が行っております学童クラブと

あわせて放課後や休日などに子供たちが多様な

遊び、体験、学びや地域の方々との交流を通し

て健全育成が図れるような仕組みを考えていき

たいと思っております。一部の地域ではこのよ

うな動きが見られる状況もありますので、来年

度各学校やＰＴＡ、各地区公民館、地区内外の

関係団体、行政からは子育て支援課、教育委員

会がしっかり連携をして協力しながらつくり上

げていきたいと考えております。 

 最後に、コミュニティ・スクールにかかわる

ご質問でありますが、現在市内の全小中学校で

は、類似組織を含めて学校評議員制度を取り入

れ、地域に開かれた学校づくりに取り組んでお

ります。学校評議員会で話し合われる内容も

年々充実し、学校経営に対して意見を述べられ

るなど積極的な姿勢も見られるようになってお

ります。また、これまで南北中学校に導入して

おりました学校支援本部事業を本年度より新た

に致芳小学校区に導入すべく予算をお願いして

おり、地域の教育力を学校運営に生かす取り組

みをさらに具体化してまいりたいと考えており

ます。 

 学校運営協議会制度、いわゆるコミュニテ

ィ・スクールについては、学校、家庭、地域、

教育委員会が一体となって地域とともにやる学
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校、地域と協働でつくる学校を進めるものであ

り、学校評議員会の充実発展と捉えております。

現在県内では小学校４校、中学校１校で行って

おり、置賜管内でも実施している学校もありま

すので、さまざま学んでまいりたいと考えてお

ります。さまざま難しい課題もあるということ

もお聞きしておりますので、しっかり関係者と

実態を踏まえた議論を行い、可能であれば27年

度にモデル校を指定する方向で検討してまいり

たいと考えております。以上で私からの答弁を

終わります。 

○小関勝助議長 孫田邦彦農林課長。 

○孫田邦彦農林課長 食育基本計画の中で学校給

食への農産物提供の道筋をどう考えてるかとい

うご質問でございますけども、食育計画におい

ては学校給食における地元食材の供給をふやし、

地産地消を推進する中で地域の農業や食文化を

学んでいただこうと計画してるところでござい

ます。 

 地元食材の学校給食への提供や買い物困難者

への支援対策におきましては、ＮＰＯ法人レイ

ンボープラン市民市場虹の駅さんに委託を行い、

調査を行っていただきました。その結果、中間

報告ではありますが、いろいろな課題があり、

計画どおりの学校給食の提供が難しい状況であ

ったようでございます。学校給食の供給にあわ

せ計画的に播種を行ったものの、天候に左右さ

れ収穫ができず遅れたり、品質や形状が一定で

なかったり難しい問題がいろいろ出てきたよう

でございます。それらの課題等整理し、改善し、

生産者と連携しながら進めていかなければなら

ないというふうに考えております。学校給食へ

の安定的な食材の供給においては、学校給食共

同調理場と生産者を結び、計画的に供給できる

ような組織をつくり上げていくことが必要であ

ります。また、天候に左右されるリスクに対応

するため、より多くの生産者に協力をいただき、

多くの生産面積を確保していくことが必要であ

ると考えております。また、農業者自身の次世

代を担う子供たちのためにつくるんだという意

識を、さらにはやりがいを持っていただき、供

給できるような奨励制度や契約栽培等も検討し

てまいりたいというふうに考えております。以

上でございます。 

○小関勝助議長 種村正一子育て支援課長。 

○種村正一子育て支援課長 江口忠博議員のご質

問にお答えいたします。 

 私のほうからは、３番目の学童保育と学校教

育の関係についてお答えいたします。 

 １点目でございますが、学童保育現場での指

導者はどのような見識と指導力をお持ちの方か

についてお答えをいたします。委託を行ってい

るクラブも含めまして現在７つの公設の学童ク

ラブがございますが、２月１日現在で203名の

利用児童に対し19名の指導員を配置しておりま

す。教員免許取得者が１名、保育士資格取得者

が２名、放課後児童クラブ指導員資格取得者が

６名のほかに、特に資格はございませんが、子

育ての経験があり、児童の豊かな社会性を育む

指導力をお持ちの方10名を指導員としてお願い

しているところでございます。 

 平成27年度より有資格者の指導員の配置が必

要となることから、資格をお持ちでない指導員

の方については、現在児童厚生二級指導員の資

格取得に向けた研修を受講していただいており、

指導員体制の確立と指導員の資質の向上に努め

ているところでございます。 

 ２点目の学童の様子などの情報を学校とどの

ように交換し、連携を図っているかについてで

ございますが、学校との情報交換につきまして

は子供たちへの遊びや生活の指導を適切に行う

ため年度当初に話し合いを持つとともに、常日

ごろから情報交換に努め、子供たちの様子に変

化があったときなどは学校と連絡をとり合い、

迅速に子供の状況に応じた対応を行うよう努め

ているところでございます。 
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 特別な配慮が必要な児童につきましては、学

校と連続性を持った指導や児童の特性に合わせ

た支援が行えるように担任も交えて話し合いな

ども行っております。 

 また、学校の先生が学童クラブを訪れた際は、

学校での生活の様子や交遊関係などの情報をい

ただき、学童クラブでの集団生活での指導に生

かしております。 

 ２点目の増加傾向にある学童保育利用希望に

どう応えるかについてお答えをいたします。 

 少子化が進む中で核家族化や共働き世帯の増

加により過去10年間で利用児童が３倍にふえて

おります。また、平成27年度の子ども・子育て

新制度施行に伴い利用緩和が図られることから、

江口議員ご指摘のとおり平野学童クラブに限ら

ず利用希望者が増加すると考えております。全

ての利用希望に応えるためには、学校の空き教

室なども含め既存施設の有効利用図るほか国の

施設整備に対する助成制度を活用し、学校や児

童センターへの併設あるいは専用施設の整備も

含め早急に検討していく必要があると考えてお

ります。昨年11月に設置しました子ども・子育

て会議において新制度における長井市の学童ク

ラブのあり方についてご意見をいただき、保護

者のニーズや子供たちの実態に即した学童クラ

ブの事業計画について現在策定作業進めている

子ども・子育て支援事業計画に盛り込んでまい

りたいと考えております。 

 ２点目の学校教育との連携の中で今後どのよ

うに学童保育体制を施策としてかなえていくか

についてでございますが、国におきましては保

護者が就労等により昼間家庭にいない小学生を

対象に学校の余裕教室や児童館などで適切な遊

びや生活の提供をしている厚生労働省所管の放

課後児童クラブ、長井市では学童クラブと言っ

ておりますけども、児童クラブと全ての小学生

を対象に地域の方々の参画をいただきながら学

習やスポーツ、文化活動、地域の人たちとの交

流活動などを提供している文部科学省所管の放

課後児童教室を連携して取り組む放課後子ども

プランについて積極的に取り組むよう進めてお

ります。本市におきましても子供自身の希望に

応じ放課後や学校の長期休暇に地域の方々との

交流やさまざまな体験を通して健全な育成が図

れるよう放課後子どもプランの推進について、

先ほど教育委員長のほうからもお話がございま

したけれども、教育委員会、子育て支援課が連

携し、保護者、地域、学校関係者と一体となっ

て検討してまいりたいと考えております。以上

でございます。 

○小関勝助議長 ３番、江口忠博議員。 

○３番 江口忠博議員 それぞれにご答弁ありが

とうございました。 

 時間も余りありませんので、今の子供たちの

ことに関してはまたこの後の予算総括であると

かそういったところでお伺い、再質問させてい

ただくことにして、ちょっと市長のほうに改め

てお伺いします。 

 先ほど市長のご答弁の中では、地域資源とい

うことを新しい観点から見直しをしながら、そ

こに外部からの力も入れて、そして新しい複合

的なというか、地域資源をもうちょっと輝かせ

ることが大事だと。その中の一つにイタリアの

スローフードの運動のようなことも含めて地域

資源なわけですよね。イタリアのスローフード

運動は地域の食材をもっと見直そうよというこ

とから始まったものでありますから、そういっ

た意味でいいますと、長井の資源全てをどんな

観点から見直すかということになると思います、

これからは。 

 その中で最小の投資で最大の効果を上げよと

いうのが、これは行政でも議会でもそこのとこ

ろを宿題というのはずっと前から課されている

わけですけども、そうしますと私はレインボー

プランについてちょっと伺いたいんですが、市

民側に移管されたときのちょうど会長をしてお
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りました。移管されたときの会長をしておった

んですが、レインボープランそのものというの

はどうしても何か理念先行型であって、地域の

経済活動に目に見えた貢献をしてないというよ

うなこともやゆされて、そして意外と市の政策

の中にきちっとうたっているにもかかわらず、

余りそれこそさまざまな観点でレインボープラ

ンを評価していただけてこなかったんだろうな

と思うんです。今までも学生の受け入れである

とかいろんなところの交流事業も含めて見えな

いところでの貢献度というのはあったと思うん

ですが、それを広く捉えて、これを観光に生か

すであるとか、グリーンツーリズムに生かすで

あるとか、これからの今検討中であろうと思い

ますが、観光プラットホームの中にどんなふう

に組み入れていけばいいかとか、それはこれか

らの議論としましても、そんなふうに今までや

やもするとレインボープランというのは生ごみ

の処理事業であって、あと農産物の販売という

ふうなことで終わってしまった、そういう一面

の評価しか受けてこなかったような気もします

が、これからはそういった評価ではなくて、幅

広く、あるいは深く評価をしていただいて、ま

ちづくりの基本的な考え方にこれは生かしてい

ただけるということを希望してるんですが、市

長は私の今の考え方に対してどうでしょうかね。 

○小関勝助議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 そのとおりなんですが、どうい

うふうにして施策に反映させるかというのが非

常に難しいと思ってるんですね。行政の施策の

中に反映させてくださいというご提言はたくさ

んいただきましたけども、じゃあ、具体的にど

うすればいいのかというのが難しい。それを

我々市のほうに任せたというんじゃなくて、一

緒にやりましょうというふうに私のほうもお願

いしてるんですね。わからないんですよ、正直

なところ。 

 じゃあ、観光プラットホームというのは、こ

れからですから、その中には例えば市民農場で

あったり、虹の駅であったり、あるいはレイン

ボープラン協議会のほうからご協力いただいて

例えばコンポストセンターのご案内とか、あと

はもし泊まっていただける方でしたら市民が朝

生ごみを出していただく風景なども説明いただ

きながら、しかしガイド料として頂戴しますと、

そういったことを観光プラットホームで全部組

み立てるわけですね。 

 そういったことは入りますが、じゃあ、観光

プラットホームの中にレインボープランの理念

をどういうふうに生かすんだという部分につい

ては、私はとりたててレインボープランだから

どうのこうのじゃなくて、それはもうレインボ

ープランの考え方というのは新しい地域主義そ

のものじゃないかと。レインボープランの皆さ

んがおっしゃってることは、もう既に我々実践

してるわけですよ、生活の中で。ただし、それ

を体系づけて示していただいたのがレインボー

プランだなというふうに思ってますんで、むし

ろどういうふうに、例えばまちづくりの中で生

かすんだとおっしゃるんですけども、どういう

ふうにしたらいいかご提案してほしいんですよ

ね、具体的に施策として。そうすれば我々もあ

る程度は理解できるわけですね。実際進める上

でいろんなものが課題として出てまいりますか

ら、そこは我々行政のほうで得意なやつは、い

わゆる法律に基づいて仕事すること、あるいは

国、県のいろんな補助事業を活用して、できる

だけ少ない経費で最大の効果を上げること、こ

ういったことは私ども行政マンとしては得意な

んですが、残念ながら発想が乏しいといいます

か、特に今は行革で15年以上も勉強する機会と

いうのは余りなかったので、やっぱりそういっ

たところを市民の皆様のいろんな発想あるいは

ご提言などで我々も一緒に築いてやっていこう

というふうに思ってますんで、市のほうでどう

のこうのということじゃなくて、一緒にやって
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ほしいというのが私としての考え方です。 

○小関勝助議長 ３番、江口忠博議員。 

○３番 江口忠博議員 先ほどのまちづくりとい

うことの考え方に立てばおっしゃるとおりだと

思いますが、今までも結構提言をしてきたんで

ありますが、なかなかそこのところは農林政策

の中にも提言をしてきたことはたくさんありま

した。でもなかなかそこが具体的な成果を上げ

てこなかった。決裁権が、決裁をするのが推進

協議会のほうではなくて、あくまで行政側のほ

うの決裁でありましたので、レインボープラン、

例えばこういうことあります。今の認証制度の

問題につきまして、いろいろ推進協議会では問

題を抱えているなということはもうわかるわけ

です。ここのところをでは、誰が認証制度をこ

れは責任持ってるかと。市のほう、行政当局の

ほうなわけですね。市のほうなわけです。我々

が懸念してるところを幾ら申し上げてもなかな

かそこのところがスピードを持って、認証制度

についてもそうですけど、進まないわけですよ。

いつもいつも毎年毎年こちらのほうに問題が、

課題がずっと累積されていくというような状況

があったんです。 

 例えばこういうこともあります。これは何年

前でしたっけ、推進協議会のほうに事業が委託

されてから、委託というか、補助事業として出

されてからというもの、最初は500万円の予算

をいただいたと記憶してます。翌年から５％の

シーリングがかかって、現在でもシーリングか

かったままなんですね。この４月に３％消費税

がアップされるのでありますが、そのままです。

今事業費を削って、あるいは人件費を削ってこ

の３％分を何とか工面しなければいけないとい

うことで事務局が奮闘していますが、そういっ

た状況においては状況をちょっと今聞かれてど

んなふうに感想お持ちですか。 

○小関勝助議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 まず、最後の消費税とかそうい

ったことについては、私は当然事務方のほうで

要求してるはずですんで、それはあり得ないと

私は思ってます。３％余計に経費かかるんでし

たら当然要求しているはずですし、財政当局で

もそれは認めるはずなんですが、私初めて聞き

ました。 

 それからあとは認証制度については、本当に

現場のほうと担当のほうとよく話をしないとわ

からないんですが、そもそもレインボープラン

の認証制度も含めてお願いしたわけですね。そ

ういう人がちょっと足りないという課題は聞き

ました。ですから農林課のほうでは、全面的に

支援してるんですけども、実際どういうところ

がだめなのかというのはちょっと私、担当者レ

ベルの話を聞いていないのでわからないんです

ね。そのように結局もう少し大まかなところで

定期的に話し合いをしないと埋まらない部分が

たくさんあるのかなというふうに思ってますん

で、その辺についてはぜひ具体的に協議をさせ

ていただきたいというふうに思います。 

○小関勝助議長 ３番、江口忠博議員。 

○３番 江口忠博議員 時間もありませんが、わ

かりました。これから緊密にそういった話をさ

せていただけるということで解釈させていただ

きたいと思いますが、市民の任意団体でありま

すんで、とてもとてもくたびれてもう推進協議

会をやめようかなんていう話もごく一部では出

てます。ですからこれの存続性を考えてこれか

らよろしくご指導ください。お願いいたします。

終わります。 

○小関勝助議長 ここで昼食のため暫時休憩いた

します。再開は午後１時といたします。 

 

 

   午後 ０時０２分 休憩 

   午後 １時００分 再開 

 

 




